
特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書を受理した後、もしくは都の対象事業を利用して正社員と
して採用（非正規社員として採用し６か月未満での正規転換を含む）し、１カ月経過した後に申請し
てください。

※赤の二重枠線内が申請事業主の方が行う手続きです。

＜支援期間（３か月間）＞

■対象労働者に対し以下①～③を実施

①指導育成計画（３年間）の策定

②メンターの選任・メンターによる指導

③指導育成計画に基づく研修の実施

■支援期間終了時に対象労働者が都内で勤務
していること

（加算）
■指導育成に関する業務を専門家に委託した
場合
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事 業 の 流 れ

申請の手引きや申請に必要な各様式は、TOKYOはたらくネットからダウンロー
ドしてください。

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seiki-koyo/kigyou/hyogaki/

申 請 の 方 法

問い合わせ・申請先

東京都正規雇用化推進窓口（東京都就職氷河期世代リスタート支援助成金担当）

〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町２－42－10 ハローワーク新宿５階
電話 03（6205）6730
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで

申 請 受 付 期 間 等

※各回の受付期間開始日から最終日までの消印有効
※第６回の実績報告受付期間は、他の回よりも短くなっていますので、ご注意ください。

〇特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現コース）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158169_00001.html

〇都が実施する就職氷河期世代を対象とした就職支援事業

・就活エクスプレス https://shu-katu-express.com/

・ミドルチャレンジ https://www.tokyoshigoto.jp/middle/work/

・東京しごと塾 （パソナ）https://4510jk.jp/ （パーソルテンプスタッフ）https://sigotojuku-thc.tokyo/

・成長産業人材雇用支援事業 https://seicyo-tokyo.jp/

・就職チャレンジ多摩（ミドルコース） https://shigotamaonline.com/challenge/

（参考）対象となる事業の情報

5月1日(水) ～ 5月31日(金) 7月1日 ～ 9月30日 10月1日(火) ～ 10月25日(金)

6月1日(土) ～ 6月30日(日) 8月1日 ～ 10月31日 11月1日(金) ～ 11月25日(月)

7月1日(月) ～ 7月31日(水) 9月1日 ～ 11月30日 12月1日(日) ～ 12月25日(水)

8月1日(木) ～ 8月31日(土) 10月1日 ～ 12月31日 1月1日(水) ～ 1月25日(土)

9月1日(日) ～ 9月30日(月) 11月1日 ～ 1月31日 2月1日(土) ～ 2月25日(火)

10月1日(火) ～ 10月31日(木) 12月1日 ～ 2月28日 3月1日(土) ～ 3月18日(火)

交付申請受付期間 支援期間 実績報告受付期間
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